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耐震工事完了期間 固定資産税の減額期間

平成18年1月1日～
　平成21年12月31日 耐震工事完了年の翌年度から３年度分

平成22年1月1日～
　平成24年12月31日 耐震工事完了年の翌年度から２年度分

平成25年1月1日～
　平成27年12月31日 耐震工事完了年の翌年度から１年度分

住
宅
の
耐
震
改
修
に

伴
う
固
定
資
産
税
の

�

減
額
制
度

　

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
う

と
、そ
の
住
宅
の
固
定
資
産
税
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
住
宅
の
要
件

・
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

存
在
す
る
専
用
住
宅
、共
同
住

宅
、併
用
住
宅（
居
住
部
分
の
割

合
が
２
分
の
１
以
上
あ
る
こ
と
）

・
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る

住
宅（
昭
和
56
年
６
月
１
日
施

行
の
建
築
基
準
法
）

・
１
戸
あ
た
り
の
耐
震
改
修
工
事

費
が
50
万
円
を
超
え
る
も
の

（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に

改
修
工
事
に
係
る
契
約
が
締
結

さ
れ
た
場
合
は
30
万
円
以
上
）

■
減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

改
修
を
し
た
住
宅
の
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１（
た
だ
し
、１
戸
あ
た
り

床
面
積
１
２
０
㎡
分
に
相
当
す
る
税

額
が
限
度
と
な
り
ま
す
）

■
そ
の
他

・
こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は
１
戸

に
つ
き
１
度
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

・
新
築
住
宅
の
減
額
や
、バ
リ
ア

フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修
工
事
に

よ
る
減
額
と
同
時
に
適
用
は
で

き
ま
せ
ん

■
申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
、改

修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
等

を
添
付
の
う
え
税
務
課
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。申
告
書
は
、税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３

８
０
２
）ま
で
。

お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 

務 

課

お
知
ら
せ

■耐震工事完了の期間と固定資産税の減額期間

※�ただし、H25年11月25日～ H27年12月31日の間に、当該住宅
が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害
既存耐震不適格建築物」であった場合は、耐震工事完了年の翌年
度から2年度分

海
抜
表
示
付
き

電
柱
広
告
に
関
す
る

�

お
知
ら
せ

　

町
で
は
、み
な
さ
ま
へ
の
防
災
情

報
の
提
供
と
防
災
意
識
の
向
上
を
目

的
と
し
て
、電
柱
広
告
を
取
り
扱
う

関
電
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
と「
海
抜

表
示
付
き
電
柱
広
告
に
関
す
る
覚

書
」を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

同
社
で
は
、左
写
真
の
よ
う
な
、広

告
の
下
部
に
海
抜
表
示
を
掲
載
し
た

電
柱
広
告
看
板
を
制
作
、設
置
し
て

い
ま
す
。

　

電
柱
広
告
の
設
置
を
お
考
え
の
企

業
の
み
な
さ
ま
は
、海
抜
表
示
付
き
電

柱
広
告
の
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
電
柱
広
告
の
お
問
い
合
せ
先
】

関
電
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　

広
告
部

☎
０
１
２
０･

５
５
９･

８
６
１

あなたのマナーは、大丈夫？！
 犬
　●放し飼いは、やめる
　●リードをつけて散歩する
　●散歩時のフンは、必ず持ち帰る
　●狂犬病予防注射を受ける

 猫
　●首輪などで飼い主を明示する
　●できる限り室内で飼う（放し飼いを極力さける）
　●自宅でのトイレをしつける
　●野良猫にエサをあげない

あなたのマナーは、大丈夫？！
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住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
減
額
制
度

　

高
齢
の
方
、障
が
い
の
あ
る
方
等

が
居
住
す
る
住
宅
に
つ
い
て
、次
の

要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
を
行
っ
た
場
合
、住
宅
の
固
定

資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
住
宅
の
要
件

　

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
存

在
す
る
住
宅（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）お

よ
び
併
用
住
宅（
居
住
部
分
が
２
分

の
１
以
上
あ
る
こ
と
）

■
対
象
住
宅
の
居
住
者
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

・
65
歳
以
上
の
方

　

・
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
る
方

　

・
障
が
い
の
あ
る
方

■
改
修
工
事
の
要
件

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
28

年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
を
行
い
、補
助
金
や
介
護

保
険
か
ら
の
給
付
金
を
除
い
た
自
己

負
担
額
が
50
万
円
を
超
え
る
も
の

（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
改
修

工
事
に
係
る
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場

合
は
30
万
円
以
上
）

■
改
修
工
事
の
内
容

　

・
廊
下
の
拡
張

　

・
階
段
の
勾
配
緩
和

　

・
浴
室
の
改
良

　

・
ト
イ
レ
の
改
良

　

・
手
す
り
の
取
り
付
け

　

・
床
の
段
差
解
消　

　

・
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

　

・
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

　

な
ど

■
減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

�

改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅
の
固
定

資
産
税
の
３
分
の
１

（
た
だ
し
、１
戸
あ
た
り
床
面
積

１
０
０
㎡
に
相
当
す
る
税
額
が
限

度
と
な
り
ま
す
）

■
減
額
さ
れ
る
期
間

　

・
改
修
工
事
が
終
了
し
た

�

翌
年
度
分
の
み

■
そ
の
他

・
こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は
１
戸

に
つ
き
１
度
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

・
新
築
住
宅
の
減
額
や
、耐
震
改
修

工
事
に
よ
る
減
額
と
同
時
に
適

用
は
で
き
ま
せ
ん（
た
だ
し
、省

エ
ネ
改
修
工
事
に
よ
る
減
額
と

の
同
時
適
用
は
可
能
で
す
）

■
申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
、改

修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
等

を
添
付
の
う
え
税
務
課
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。申
告
書
は
、税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３･

３
８
０
２
）ま
で
。

住
宅
の
省
エ
ネ（
熱

損
失
防
止
）改
修
工

事
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
減
額
制
度

　

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
て
家
庭

部
門
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
を
図

る
た
め
、一
定
の
省
エ
ネ（
熱
損
失
防

止
）改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、住
宅

の
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

■
対
象
住
宅
の
要
件

　

１
．
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か

ら
存
在
す
る
住
宅
（
賃
貸
住

宅
を
除
く
）

　

２
．
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
次
に
掲
げ
る
①
を
含
む

省
エ
ネ
改
修
工
事
が
完
了
し

た
住
宅

　
　

①
窓
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

　
　

④
外
壁
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
※�

改
修
部
分
が
、い
ず
れ
も
現
行
の
省

エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と

　

３
．
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
要
し
た

費
用
が
、50
万
円
を
超
え
る
も

の（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で

に
改
修
工
事
に
係
る
契
約
が

締
結
さ
れ
た
場
合
は
30
万
円

以
上
）

■
減
額
さ
れ
る
範
囲
と
税
額

　

・
住
宅（
併
用
住
宅
の
店
舗
・
事

務
所
部
分
を
除
く
）の
固
定
資

産
税
の
３
分
の
１

　
　
（
た
だ
し
、１
戸
あ
た
り
床
面
積

１
２
０
㎡
に
相
当
す
る
税
額

が
限
度
と
な
り
ま
す
）

■
減
額
さ
れ
る
期
間

　

・
改
修
工
事
が
終
了
し
た

�

翌
年
度
分
の
み

■
そ
の
他

　

・
こ
の
制
度
に
よ
る
減
額
は
１
戸

に
つ
き
１
度
し
か
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

　

・
新
築
住
宅
の
減
額
や
、耐
震
改

修
工
事
に
よ
る
減
額
と
同
時
に

適
用
は
で
き
ま
せ
ん（
た
だ
し
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
よ

る
減
額
と
の
同
時
適
用
は
可
能

で
す
）

■
申
告
手
続
き

　

工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
、改

修
工
事
内
容
が
確
認
で
き
る
書
類
等

を
添
付
の
う
え
税
務
課
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。申
告
書
は
、税
務
課
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・

３
８
０
２
）ま
で
。


